
マイキーＩＤ設定支援窓口を開設します

１ 開設の目的

国が令和２年９月に開始する予定のマイナンバーカードを活用した消費活性化策を利

用するためには、マイナンバーカード取得者がマイキーＩＤを設定することが必要です。

そのため、市役所内にマイキーＩＤが設定できる窓口を設置し、設定支援を行います。

２ 開設期間

令和２年１月６日（月）～３月３１日（火）の月曜日～金曜日 ※祝日は除く

午前８時３０分～午後５時１５分

※日曜開庁は１月１２日、２月９日、３月１５日の午前９時～午後１時

３ 開設場所

宮崎市役所本庁舎１階 市民課マイナンバーカード交付窓口付近

４ マイナンバーカードを活用した消費活性化策とは

マイナンバーカードを取得してマイキーＩＤを設定した後、ＱＲコード決済やＩＣカ

ード等の決済サービスにおいて一定額の前払い（チャージ）等を行った場合に、国が「マ

イナポイント」を付与するもの。なお、制度詳細については現在国において検討中です。

申請期間 令和２年９月～令和３年３月の７ヶ月間

利用上限 １人につき最大２万円までの購入に対して２５％の５千円分の「マイナポ

イント」を国が付与する

利用方法

①利用者がキャッシュレス決済サービスを１つ選択して、マイナポイントを申し込む。

②当該決済サービスにおいて、「前払い（チャージ）」または「物品等の購入」を行っ

た場合に、マイナポイントを、当該決済サービスのポイント等として取得。

③当該決済サービスが利用可能な店舗等において、取得したポイント等を利用する。

現在参加の意向を示している決済サービス名

○ＩＣカード（電子マネー）：ｎａｎａｃｏ／Ｓｕｉｃａ／ＷＡＯＮ／楽天Ｅｄｙ

○ＱＲコード決済：ａｕ ＰＡＹ／ｄ払い／Ｊ－Ｃｏｉｎ Ｐａｙ、／ＬＩＮＥ Ｐａｙ

Ｏｒｉｇａｍｉ Ｐａｙ／Ｐａｙ Ｐａｙ／メルペイ／楽天ペイ

５ マイキーＩＤとは
マイナンバーカードのＩＣチップ内に搭載されている、利用者が本人であることを証
明する電子証明書（利用者証明用電子証明書）を利用して、利用者が任意に作成する
ＩＤのこと。
「マイキーＩＤ」と公共施設の利用カードや商店街のポイントカード等、様々なカー
ドの利用番号を紐付けることで、マイナンバーカード１枚で各種サービスが利用可能に
なります。
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